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吹田市文化会館電話交換設備更新業務仕様書 

１ 概要 

１.１ 一般事項 

本仕様書は、吹田市文化会館電話交換設備更新業務について規定するものである。 

 

１.２ 適合法令等 

本仕様書に記載なき事項は、次の各号に定める法令規則等（最新版）に準拠するものとする。 

（１）日本工業規格（ＪＩＳ） 

（２）電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

（３）日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ） 

（４）電子情報技術産業協会規格（ＪＥＩＴＡ） 

（５）ＩＴＵ、ＩＳＯ、ＩＥＣ，ＩＥＴＦ等の国際標準化機関の勧告、規格 

（６) ＩＥＥＥ、その他国内公知の関係法令、基準規格等 

その他、施工にあたり疑義が生じた場合は速やかに本市文化スポーツ推進室及び吹田市文化振興

事業団と協議の上、対応すること。 

 

１.３ 備考 

本仕様書に記載された内容については、本市文化スポーツ推進室により同等以上と認められる場

合のみ、変更が可能なものとする。 

 

１.４ 業務内容 

（１）電話交換設備の設計 

① 電話交換機に代表される電話交換設備を更新するにあたり、更新対象の設備から既存設

備への接続機器類までの範囲について設計を行う。その他吹田市文化会館内のＭＤＦ、配

線については、原則として既存配線を使用すること。 

② 設計図書については本市文化スポーツ推進室に提出し、承認を受けること。また、更新

作業については必ず承認を受けた設計図書に基づき実施すること。 

（２）電話交換設備更新作業 

電話交換機、電源装置、電話機の更新を行う。施工にあたっては、本市文化スポーツ推進室

と協議の上、その指示に従って行うこと。電話交換設備の切替は別途指定した日時に実施す

るものとする。 

（３）撤去 

既設電話交換機及び電源装置、不要になった付帯装置及びケーブル類の撤去を行う。 

 

１.５ 納入機器 

１.５.１ 納入機器数量（想定する機器品番を括弧書きで示す） 
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（１）電話交換機 

電話交換機（ＨＩＴＡＣＨＩ製 ＭＸ-０１ Ｖ２）１式 

（３）電源装置 

電話交換機用電源装置 

（４）電話機 

デジタル多機能電話機（ＨＩＴＡＣＨＩ製（ＨＩ-24Ｇ-ＴＥＬＳＤＡ））21台 

※以下、既設流用数量を示す。 

一般電話機（ＨＩＴＡＣＨＩ製 ＨＩＴ－Ｅ５（Ｎ））52 台 既設流用 

その他の機器については下表のとおりとする。 

 

１.５.２ 納入場所 

吹田市文化会館（メイシアター） 

住所：吹田市泉町２-29-１ 

 

１.６ 搬入 

搬入機器、その他現場の状況を考慮し、安全に据付場所へ搬入することとする。 

養生及び仮設その他資材設置にかかる費用も本業務の費用に含めて積算すること。 

 

１.７ 試験 

機器据付完了後、総合試験を行うこととする。試験結果に不良があれば、原因を解消した上で、

再試験を行うこと。 

 

仕様・名称 数量 

ＭＸＢ-ＢＣＢＴＡＣＣＵＢＲＭＴＡ ＭＸＢ 基本キャビネット CCUB遠隔保守セットＡ １枚 

ＭＸＡ-28ＡＨＢＡＴＴＡ ＭＸＡ28ＡＨバッテリーＡ １式 

ＭＸＡ-ＢＡＴＴＢＯＸＡ ＭＸＡバッテリーボックスＡ １式 

ＭＸＡ-８ＤＬＩＮＡ ＭＸＡ８回路デジタル電話機ライン回路Ａ ２枚 

ＭＸＡ-Ｐ８ＤＬＩＮＡ ＭＸＡ増設８回路デジタル電話機ライン回路Ａ ２枚 

ＭＸＡ-16ＳＬＩＮＣ ＭＸＡ16回路単独電話機ライン回路Ｃ ４式 

ＭＸＡ-８Ｃ０ＴＡ ＭＸＡ ８回路局線トランクＡ １枚 

ＭＸＡ-ＩＤＲ-ＬＩ２Ａ ＭＸＡ ＩＤ受信トランクソフト２ライセンスＡ ４式 

ＨＩ-24Ｇ-ＴＥＬＳＤＡ ＨＩ-24Ｇ-多機能電話機 21台 

ＨＩ-24Ｇ-ＴＥＬＰＦＡ  ＨＩ-24Ｇ-多機能電話機ＰＦＡ ２台 

ＨＩ-Ａ２ ２（ＧＷ） ＨＩ-Ａ２ Ⅱ電話機 10台 

ＭＳ-Ｒ-ＭＸＳＴＤＰ６Ａ ＭＸ工事･保守支援スタンダードプラス １式 
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１.８ 検査及び検収 

前項の試験結果が良好であった場合、本市文化スポーツ推進室立会いの上、検査を受けること。

合格をもって検収を行うこととする。 

 

１.９ 申請手続き 

本業務の施工、完成に必要な通信事業者への手続きは、請負業者が代行することとする。 

 

１.１０ 契約期間 

契約締結日から令和８年３月 31日（火）まで 

 

１.１１ 作業日 

  電話を不通にして作業を行う日は令和８年２月２日（月）のみとする。 

  上記日程以外で、架電が可能な状態での作業が必要な場合は、本市文化スポーツ推進室及び吹田

市文化振興事業団と協議のうえ、日程を決定するものとする。 

 

１.１２ 特記事項 

（１）電気通信事業法の「総合通信」（旧「ＡＩ・ＤＤ総合種」）工事担任者の資格を有するもの

が監理・監督を行うこととする。 

（２）事前に設備を充分把握するとともに、吹田市文化会館の運営業務に支障なく切替えを行う

こと。不良箇所への対応等により、吹田市文化会館の業務時間内において電話交換設備の運用

に支障が出る場合には、既存設備を使用できるよう復旧するなど、障害発生への対策を講じる

こと。吹田市文化会館の代表電話番号については、切替え作業中の代替回線を用意すること。 

 

 

２ 電話交換設備仕様 

２.１ 電話交換設備 概要 

本電話交換設備は、電源装置、電話機により構成され、下記の通話を行うことを主な使用目的と

する。 

（１）内線相互通話 

（２）内線と局線間通話 

（３）内線と専用線間通話 

 

２.２ 電話交換機 

２.２.１ 電話交換機 概要 

（１）本電話交換機は、構内交換機に関する技術基準及び関係する法令規格等を満足するもの

とする。 
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（２）内線パッケージ棟の交換及び増設は主装置筐体内の主要モジュール（IO ユニット/電源

ユニット/ＣＰＵ）の運用状態を停止することなく、活線で挿抜ができるものとする。 

（３）本電話交換機はナンバーディスプレイに対応するものとする。 

（４）デジタル多機能内線について、ナンバーディスプレイを設定すること。 

 

２.２.２ 方式：下表に示すとおりとする。 

通話路方式 スイッチング方式、ＰＣＭ時分割方式 

制御方式 蓄積プログラム制御方式 

プロセッサ 32ビットマイクロプロセッサ以上 

中継方式 ・個別着信方式 

・中継台方式 

・分散方式 

・ＰＢＸダイヤルイン方式 

・着サブアドレス呼出方式 

・追加ダイヤルイン方式 

・マスターテレホン方式 

・グループマスターテレホン方式 

・ＩＮＳネットダイヤルイン方式 

 

２.２.３ トラフィック条件 

内線電話機１回線あたりの標準発着呼量は６.０ＨＣＳ以上とする。 

 

２.２.４ 収容回線数：下表に示すとおりとする。 

 項目 使用 実装 備考 

内線 

 

一般内線 52 回線 64 回線  

デジタル多機能内線 23 回線 32 回線 ナンバーディスプレイ対応 

局線 

 

アナログ回線 ６ 回線 
８ 回線 

障害切替 

アナログ専用線 1回線 １ 回線 

 

２.２.５ 電気的条件 

（１）電源電圧：ＤＣ24Ｖ±10％ 

 

２.２.６ 構造 

（１）19 インチラック搭載もしくは自立架の専用ハードウェアを使用し、保守点検が容易な

構造とする（汎用サーバの使用は信頼性を考慮し不可）。 

（２）耐震性能は、水平加速度 1.1G（震度７相当）に対応可能なこと。 

 

２.２.７ 環境条件 

（１）周囲温度：０℃～40℃ 

（２）相対湿度：20％～80％（結露なきこと） 
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２.３ 電源装置 

２.３.１ 概要 

以下の機器について、３時間以上の停電に対応すること。 

対象：電話交換機 

 

２.３.２ 電話交換機用電源装置 整流器 

入力は単相 100V とする。 

 

２.３.３ 蓄電池 

メンテナンスフリータイプとする。 

 

２.３.４ 構成イメージ図 

 

 

 

 

 

３ 端末機器仕様 

３.１ デジタル多機能電話機 

３.１.１ 機能ボタン数 

機能ボタン数は、24 ボタン以上とする。 

 

３.１.２ ＬＣＤディスプレイ 

ＬＣＤディスプレイは、デジタル表示、漢字対応とする。 
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３.１.３ 着信ランプ表示 

着信時にランプ表示ができるものとする。 

 

３.１.４ ナンバーディスプレイ 

ナンバーディスプレイ機能に対応するものとする。 

 

 

４ 周辺機器仕様 

４.１ 保守装置 

４.１.１ 機能要件 

（１）局データの新規登録、変更及び、削除作業が容易にできること。オンライン状態での局

データ生成、変更設定が可能なこと。 

（２）各種トラフィックが項目毎に測定できること。 

（３）パッケージの実装状態、スイッチ設定状態の読出し、表示ができること。 

（４）保守装置へのログイン時のユーザーID に対してグレード設定ができ、グレード毎に設

定コマンドの利用許可が可能であること。 

 

 

５ 留意事項 

（１）作業工程については、施設運営および他の工事施工などの支障とならないよう本市文化スポ

ーツ推進室及び吹田市文化振興事業団と事前に十分な打合せを行い決定すること。 

（２）業務実施に当たり、疑義が生じた場合は、本市文化スポーツ推進室及び吹田市文化振興事業

団と協議を行うこと。 

（３）作業に伴い発生した廃棄物の処分については受託者の責任において適正に処理すること。 

作業の実施にあたって、館利用者の事故防止に努めるとともに、本業務に起因する事故に対

する一切の責任を負うこと。 

（４）作業は契約締結後、準備が出来次第、早急に実施すること。 

（５）現地確認される場合は、吹田市文化振興事業団に事前に連絡すること。 

一般共通事項 

 

修繕業務仕様  

本仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房庁営繕部監修公共建設工事標準仕

様書「最新版」及び公共建築改修工事標準仕様書「最新版」（以下、「標準仕様書」という。）に準ず

る。 
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事故防止  

作業場の内外を問わず修繕業務実施に伴う危険防止、騒音防止等のため、建築基準法、労働基準法、

消防法、環境基本法、吹田市環境基本条例その他関係法規に従ってその方策を講じること。 

 修繕業務実施において、他に損害を与えた場合に要する費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

建設副産物の処理  

 ※構外搬出適切処理 

 本修繕業務に伴い発生する建設副産物の処理に当たっては、「資源の有効な利用の促進に関する法

律」及び「建設副産物の適正処理推進要綱」等に基づき、再資源化の積極的活用を図ること。 

 「資源の有効な利用の促進に関する法律」「建設副産物の適正処理推進要綱」「建設工事に係る資材

の再生資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関

係法令を遵守し、適切に処理すること。 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出すること。 

空調機の撤去については、フロンの破壊証明書を提出すること。 

 

再生資材の利用 

 「再生資源の利用の促進に関する法律」その他の関係法令等により、再生資源の積極的利用に努め

ること。 

 

修繕業務写真 

 修繕業務着手前、修繕実施中、完成時、事故発生時及び本市文化スポーツ推進室の指示する場所を

撮影し、１部提出すること。 

 

修繕業務取合 

 既設物と本修繕業務との取合い、納まり等、図示なき部分も遺漏なきよう施行すること。 

 本修繕業務によって施設等において支障が生じる場合は、本市文化スポーツ推進室又は吹田市文化

振興事業団の指示により養生または移設し現状復旧すること。 

 

官公庁等への手続き 

 業務に必要な官公庁等への手続き等は、すべて受注者が代行して遅滞なく行い、これに要する費用

はすべて受注者の負担とする。 

 

完成検査 

 修繕業務が完了したときは、本市文化スポーツ推進室に通知し、本市文化スポーツ推進室の検査を

受けること。 
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支払い請求等 

 本市文化スポーツ推進室の完成検査を受け、合格した後、請求できるものとする。 

 

提出書類 

本市文化スポーツ推進室が指示する書類を提出すること。 

 

安全管理 

 資材搬入・搬出時は一般通行人、一般車両に迷惑がかからないよう配慮し、充分な安全管理を行う

こと。万一損害を与えた場合は受注者の責任において解決し、それに要した費用はすべて受注者の負

担とする。 

 

修繕業務搬入路 

 修繕業務搬入路は本市文化スポーツ推進室及び吹田市文化振興事業団と充分打合せを行い、良好な

維持管理を行うこと。なお、良好な維持管理、復旧に要する費用はすべて受注者の負担とする。 

 

修繕業務跡地 

 修繕業務完了時には作業残材等を完全に取除き現状復旧すること。 

 

疑義 

 修繕業務に際して万一疑義が生じた場合は、ただちに本市文化スポーツ推進室と協議すること。 

 

 

 


